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【手続補正書】
【提出日】平成29年5月10日(2017.5.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体装置であって、
　上面と側面とを有する台地状を成すメサ構造と、前記メサ構造の周囲に広がる周囲面と
、を有する半導体層と、
　前記周囲面から前記側面を通じて前記上面の上方にわたって形成された絶縁膜であって
、前記上面の上方に形成され前記上面の端部より内側に開口部を画定する上面部と、前記
側面に形成された側面部と、前記周囲面に形成された周囲部と、を有する絶縁膜と、
　前記開口部の内側から、前記上面部、前記側面部および前記周囲部の上にわたって形成
された電極と
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　を備え、
　前記側面部は、前記周囲部より薄い膜厚から前記上面部に向かうにつれて更に膜厚が薄
くなる部分を、有する、半導体装置。
【請求項２】
　前記上面部の膜厚は、前記開口部に向かうにつれて薄くなる、請求項１に記載の半導体
装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の半導体装置であって、
　前記絶縁膜は、前記周囲面から前記側面を通じて前記上面にわたって形成され、
　前記電極は、前記上面のうち前記開口部から露出した部分から、前記上面部、前記側面
部および前記周囲部の上にわたって一体的に形成された、半導体装置。
【請求項４】
　請求項１または請求項２に記載の半導体装置であって、
　前記電極は、第１の電極と、第２の電極とを含み、
　前記第１の電極は、前記上面に形成され、
　前記絶縁膜は、前記周囲面から前記側面を通じて前記第１の電極の上にわたって形成さ
れ、
　前記第２の電極は、前記第１の電極のうち前記開口部から露出した部分から、前記上面
部、前記側面部および前記周囲部の上にわたって一体的に形成された、半導体装置。
【請求項５】
　前記電極は、前記上面にショットキー接合されたショットキー電極を含む、請求項１か
ら請求項４までのいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項４までのいずれか一項に記載の半導体装置であって、
　前記半導体層は、相互に隣接するｐ型半導体層およびｎ型半導体層を含み、
　前記電極は、前記上面にオーミック接合されたオーミック電極を含み、
　前記側面は、前記ｐ型半導体層から前記ｎ型半導体層にわたって形成された、半導体装
置。
【請求項７】
　前記絶縁膜は、二酸化ケイ素（ＳｉＯ２）、酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）、窒化ケ
イ素（Ｓｉ３Ｎ４）、酸窒化ケイ素（ＳｉＯＮ）および酸窒化アルミニウム（ＡｌＯＮ）
の少なくとも１つから主に成る、請求項１から請求項６までのいずれか一項に記載の半導
体装置。
【請求項８】
　前記半導体層は、窒化ガリウム（ＧａＮ）、窒化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）
、窒化インジウムガリウム（ＩｎＧａＮ）、炭化ケイ素（ＳｉＣ）、ケイ素（Ｓｉ）およ
びヒ化ガリウム（ＧａＡｓ）の少なくとも１つから主に成る、請求項１から請求項７まで
のいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記電極は、ニッケル（Ｎｉ）、パラジウム（Ｐｄ）、白金（Ｐｔ）、金（Ａｕ）、モ
リブデン（Ｍｏ）およびイリジウム（Ｉｒ）の少なくとも１つから主に成る、請求項１か
ら請求項８までのいずれか一項に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　半導体装置の製造方法であって、
　上面と側面とを有する台地状を成すメサ構造と、前記メサ構造の周囲に広がる周囲面と
を、半導体層に形成する工程と、
　前記周囲面から前記側面を通じて前記上面の上方にわたって絶縁膜を形成する工程であ
って、前記上面の上方に形成され前記上面の端部より内側に開口部を画定する上面部と、
前記側面に形成された側面部と、前記周囲面に形成された周囲部と、を有する絶縁膜を形
成する工程と、
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　ウェットエッチングによって前記絶縁膜における前記開口部を形成する工程と、
　前記開口部の内側から、前記上面部、前記側面部および前記周囲部の上にわたって電極
を形成する工程と
　を備え、
　前記開口部を形成する工程は、
　　前記開口部に対応する部分にマスク開口部を有するマスクを、前記絶縁膜の部位のう
ち、前記上面部と、前記側面部と、前記周囲部との各部の上に形成する工程と、
　　前記マスクを形成した後、前記絶縁膜における前記マスク開口部から露出した部分を
エッチャントに晒すことによって前記開口部を形成する際、前記絶縁膜と前記マスクとの
間に前記エッチャントを入り込ませることによって、前記周囲部より薄い膜厚から前記上
面部に向かうにつれて更に膜厚が薄くなる部分を、前記側面部に形成する工程と
　を含む、半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記マスクを形成した後、前記絶縁膜における前記マスク開口部から露出した部分をエ
ッチャントに晒すことによって前記開口部を形成する際、前記絶縁膜と前記マスクとの間
に前記エッチャントを入り込ませることによって、前記上面部の膜厚を前記開口部に向か
うにつれて薄くする、請求項１０に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　請求項１０または請求項１１に記載の半導体装置の製造方法であって、
　前記絶縁膜を形成する工程は、前記周囲面から前記側面を通じて前記上面にわたって前
記絶縁膜を形成する工程であり、
　前記電極を形成する工程は、前記上面のうち前記開口部から露出した部分から、前記上
面部、前記側面部および前記周囲部の上にわたって一体的に前記電極を形成する工程であ
る、半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１０または請求項１１に記載の半導体装置の製造方法であって、
　更に、前記絶縁膜を形成する工程に先立って、前記電極とは異なる他の電極を前記上面
に形成する工程を備え、
　前記絶縁膜を形成する工程は、前記他の電極を形成した後、前記周囲面から前記側面を
通じて前記他の電極の上にわたって前記絶縁膜を形成する工程であり、
　前記電極を形成する工程は、前記他の電極のうち前記開口部から露出した部分から、前
記上面部、前記側面部および前記周囲部の上にわたって一体的に前記電極を形成する工程
である、半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記メサ構造および前記周囲面を形成する前の半導体層の表面に前記他の電極を形成し
た後、前記他の電極をマスクとして用いたドライエッチングにより前記半導体層を加工す
ることによって、前記メサ構造および前記周囲面を形成する、請求項１３に記載の半導体
装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記マスクは、フォトレジストから成る、請求項１０から請求項１４までのいずれか一
項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記エッチャントは、バッファードフッ酸である、請求項１０から請求項１５までのい
ずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記エッチャントにおけるフッ化アンモニウムに対するフッ化水素酸の質量比は、０．
１以上１０以下である、請求項１６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
　疎水化表面処理、エッチング処理、並びに、密着性向上剤を塗布する処理を、前記絶縁
膜の表面に対して実施せずに、前記マスクを前記絶縁膜に形成する、請求項１０から請求
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項１７までのいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１９】
　前記絶縁膜の最外層として窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）から主になる層を形成する、請求項
１０から請求項１８までのいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２０】
　前記絶縁膜に対する前記マスクの形成に先立って、プラズマ処理を前記絶縁膜の表面に
対して実施する、請求項１０から請求項１９までのいずれか一項に記載の半導体装置の製
造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
（１０）本発明の一形態によれば、半導体装置の製造方法が提供される。この製造方法は
、上面と側面とを有する台地状を成すメサ構造と、前記メサ構造の周囲に広がる周囲面と
を、半導体層に形成する工程と；前記周囲面から前記側面を通じて前記上面の上方にわた
って絶縁膜を形成する工程であって、前記上面の上方に形成され前記上面の端部より内側
に開口部を画定する上面部と、前記側面に形成された側面部と、前記周囲面に形成された
周囲部と、を有する絶縁膜を形成する工程と；ウェットエッチングによって前記絶縁膜に
おける前記開口部を形成する工程と；前記開口部の内側から、前記上面部、前記側面部お
よび前記周囲部の上にわたって電極を形成する工程とを備え、前記開口部を形成する工程
は、前記開口部に対応する部分にマスク開口部を有するマスクを、前記絶縁膜の部位のう
ち、前記上面部と、前記側面部と、前記周囲部との各部の上に形成する工程と；前記マス
クを形成した後、前記絶縁膜における前記マスク開口部から露出した部分をエッチャント
に晒すことによって前記開口部を形成する際、前記絶縁膜と前記マスクとの間に前記エッ
チャントを入り込ませることによって、前記周囲部より薄い膜厚から前記上面部に向かう
につれて更に膜厚が薄くなる部分を、前記側面部に形成する工程とを含む。この形態によ
れば、絶縁膜に開口部を形成する工程において側面部を薄肉化できる。したがって、製造
工程の煩雑化を回避しながら、絶縁破壊の防止と逆方向リーク電流の抑制とを両立可能な
半導体装置を製造できる。
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